
政
令
第
百
四
十
三
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
―
第
八
十
五
条
」
を
「
・
第
八
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
六
条
」
を
「
第
八
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
二
二
○
八
・
九
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
」
を
「
第
二
二
○
八
・
九
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⒝

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
別
表
第
一
第
二
二
○
七
・

一
○
号
の
二
及
び
第
二
二
○
八
・
九
○
号
の
一
の
㈡
の
Ａ
」
を
「
定
率
法
別
表
第
二
二
○
七
・
一
○
号
の
二
の
㈠
及
び
第
二

二
○
八
・
九
○
号
の
一
の
㈡
の
Ａ
の
⒜
」
に
、
「
定
率
法
別
表
第
二
二
○
七
・
一
○
号
の
一
の
㈡
」
を
「
同
表
第
二
二
○
七

・
一
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
関
税
暫
定
措
置
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六

号
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。

－１－



第
四
条
の
八
中
「
二
十
四
回
」
を
「
六
回
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
十
二
第
七
項
の
表
読
み
替
え
る
電
子
帳
簿
保
存
法
の
規
定
の
欄
中
「
第
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
九
条
の

二
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

イ

地
方
公
共
団
体
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
法
人
（
イ
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方

公
共
団
体
等
に
そ
の
株
式
を
所
有
さ
れ
、
若
し
く
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
法
人
（
イ
に
お
い
て
「
出

資
等
法
人
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
株
式
を
所
有
さ
れ
、
又
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
法
人
で
、
一
の
地

方
公
共
団
体
等
の
所
有
に
係
る
株
式
の
数
又
は
一
の
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
金
額
（
出
資
等
法

人
に
そ
の
株
式
を
所
有
さ
れ
、
又
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
資
等
法
人
の
所
有

に
係
る
株
式
の
数
又
は
出
資
等
法
人
の
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
金
額
に
、
当
該
出
資
等
法
人
の
発
行
済
株
式
の
総
数

又
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
総
額
に
対
す
る
出
資
等
法
人
に
係
る
一
の
地
方
公
共
団
体
等
の
所
有
に
係
る
株
式
の
数

又
は
一
の
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
金
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
株
式
の
数
又
は
出
資
若
し
く
は
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拠
出
の
金
額
を
含
む
。
）
が
、
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
総
額
の
百
分
の
三
以
上
で
あ

る
も
の

ロ

地
方
公
共
団
体

第
五
十
八
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
仕
向
地
」
の
下
に
「
並
び
に
仕
向
人
の
住
所
又
は
居

所
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
積
出
地
」
の
下
に
「
並
び
に
仕
出
人
の
住
所

又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
航
空
機
に
よ
り
運
送
さ
れ
た
輸
入
貨
物
に
係
る
」
を
削
り
、
「
当
該
輸
入
貨
物
が

」
を
「
輸
入
貨
物
が
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条

削
除

第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
を
削
り
、
第
八
章
中
第
八
十
六
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
手
続
）

－３－



第
八
十
四
条

法
第
九
十
五
条
第
二
項
前
段
（
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

税
関
事
務
管
理
人
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

税
関
事
務
管
理
人
を
定
め
た
理
由

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
九
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

解
任
し
た
税
関
事
務
管
理
人
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

税
関
事
務
管
理
人
を
解
任
し
た
理
由

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
税
関
事
務
管
理
人
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
手
続
）

第
八
十
五
条

法
第
九
十
五
条
第
三
項
（
税
関
事
務
管
理
人
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
手
続
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
手
続
は
、
法
第
七
条
第
三
項
（
事
前
教
示
）
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
並
び
に
法
第
十
五
条
（
入
港
手
続
）
、
第
十
七
条

第
一
項
（
出
港
手
続
）
、
第
十
八
条
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
、
第
二
十
条
（
不
開
港
へ
の
出
入
）
、
第
二
十
一
条
（
外

－４－



国
貨
物
の
仮
陸
揚
げ
）
、
第
二
十
二
条
（
沿
海
通
航
船
等
の
外
国
寄
港
の
届
出
等
）
及
び
第
二
十
五
条
（
船
舶
又
は
航
空

機
の
資
格
の
変
更
）
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
法
第
二
十
七
条
（
船
長
又
は
機
長
の
職
務
代
行
者
）
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
手
続
と
す
る
。

第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
日
本
工
業
規
格
」
の
下
に
「
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
（
日
本
工
業
規
格
）
に
規
定
す
る
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
一
条
の
九
」
を
「
第
六
十
一
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
藻
類
」
の
下
に
「
、
同
表
第
一
二
一
二
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る
こ
ん
に
や
く
芋
」
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

四

法
の
別
表
第
二
二
○
七
・
一
○
号
の
一
の
㈡
の
Ａ
及
び
二
の
㈠
に
掲
げ
る
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
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五

法
の
別
表
第
二
二
○
八
・
九
○
号
の
一
の
㈡
の
Ａ
の
⒜
及
び
Ｂ
の
⒜
に
掲
げ
る
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
蒸
留
酒

第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
前
条
第
四
号
」
を
「
前
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
、
「

第
五
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
五
十
七
条
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
七
号
」
を
「
同
条

第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
回
路
配
置
利
用
権
者
」
を
「
、
回
路
配
置
利
用
権
者
又
は
育
成
者
権
者
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
又
は
回
路
配
置
利
用
権
」
を
「
、
回
路
配
置
利
用
権
又
は
育
成
者
権
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
四
第
一
号
中
「
商
標
権
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
」
を
「
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権

、
著
作
権
、
著
作
隣
接
権
又
は
育
成
者
権
」
に
改
め
る
。

第
十
二
章
の
三
中
第
六
十
一
条
の
九
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
の
手
続
）

第
六
十
一
条
の
十

法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
（
以
下
こ
の
条
及
び
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次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
意
見
照
会
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

に
、
当
該
意
見
照
会
請
求
に
係
る
貨
物
に
係
る
自
己
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た

も
の
と
し
て
認
め
る
物
又
は
方
法
の
具
体
的
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
添
え
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
日

二

法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
十
日
経
過
日
ま
で
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
の
通
知
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨

三

意
見
照
会
請
求
を
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
特
許
庁
長
官
に
対
す
る
意
見
の
求
め
の
手
続
）

第
六
十
一
条
の
十
一

税
関
長
は
、
法
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
（
特
許
庁
長
官
に
対
す
る
意
見
の
求
め
）
の
規
定
に
よ
り

特
許
庁
長
官
に
対
し
意
見
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
前
条
に
規
定
す
る
物
又
は
方
法
の
具
体
的
態
様
で
あ
つ
て
自

ら
特
定
し
た
も
の
を
記
載
し
た
書
面
に
、
同
条
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
及
び
同
条
に
規
定
す
る
資
料
そ
の
他
の
特
許
庁
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長
官
が
意
見
を
述
べ
る
に
際
し
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
を
添
え
て
、
こ
れ
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
関
長
は
、
法
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
対
し
意
見
を
求
め
る
前
に
、
そ
の
求
め
に
係

る
意
見
照
会
請
求
を
し
た
者
及
び
当
該
意
見
照
会
請
求
に
係
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す

る
資
料
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
の
手
続
）

第
六
十
一
条
の
十
二

法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
（
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
（
第

四
号
に
お
い
て
「
認
定
手
続
取
り
や
め
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
（
通
知
日
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（
意

見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
）
に
規
定
す
る
通
知
日

二

法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
十
日
経
過
日
ま
で
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
の
通
知
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨

三

法
第
二
十
一
条
の
四
第
六
項
（
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
旨
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
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知
を
受
け
た
日

四

認
定
手
続
取
り
や
め
請
求
を
す
る
旨

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
税
関
長
の
命
令
に
よ
り
供
託
し
た
場
合
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）

第
六
十
一
条
の
十
三

第
六
十
一
条
の
六
及
び
第
六
十
一
条
の
七
の
規
定
は
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
（
認
定
手
続
を
取

り
や
め
る
こ
と
の
求
め
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
同
条
第
三
項
（
金
銭
の
供
託
）
の
規
定
に
よ
り
金

銭
を
供
託
す
べ
き
旨
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
第
六
十
一
条
の
八
の
規
定
は
法
第
二
十
一
条
の
五
第
七
項
（
供
託

さ
れ
た
金
銭
等
の
還
付
）
に
規
定
す
る
権
利
の
実
行
の
手
続
に
つ
い
て
、
第
六
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
十

一
条
の
五
第
九
項
第
二
号
（
供
託
さ
れ
た
金
銭
等
の
取
戻
し
に
係
る
承
認
）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、

第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
の
規
定
は
法
第
二
十
一
条
の
五
第
九
項
第
三
号
（
供
託
さ
れ
た
金
銭
等
の
取
戻
し
に
係
る
承
認

）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
一
条
の
六
第
一
項

次
条

第
六
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用

－９－



す
る
次
条

供
託
を
す
べ
き
申
立
人

供
託
を
す
べ
き
請
求
者

法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項

法
第
二
十
一
条
の
五
第
四
項

第
六
十
一
条
の
六
第
二
項

を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項

（
認
定
手
続
の
申
立
て
）
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
を
し
た
申
立
特
許
権
者

等
（
法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（

意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
）
に
規
定

す
る
申
立
特
許
権
者
等
を
い
う
。
第

六
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
次
条
及
び
第
六
十
一
条
の
八
に
お

い
て
同
じ
。
）

第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
、
第
二

供
託
を
す
べ
き
申
立
人

供
託
を
す
べ
き
請
求
者
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項
及
び
第
四
項

第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第

法
第
二
十
一
条
の
三
第
五
項

法
第
二
十
一
条
の
五
第
六
項

二
項

第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号

法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

法
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項

及
び
第
四
項

第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号

輸
入
者

申
立
特
許
権
者
等

及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
一
条

の
八
第
一
項
及
び
第
二
項

第
六
十
一
条
の
七
第
三
項

を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項

（
認
定
手
続
の
申
立
て
）
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
を
し
た
申
立
特
許
権
者

等

第
六
十
一
条
の
九
第
一
項

同
条
第
五
項

同
条
第
六
項
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（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
の
表
第
一
号
中
「
六
十
七
円
」
を
「
五
十
四
円
」
に
、
「
九
十
九
円
」
を
「
八
十
一
円
」
に
改
め
、
同

表
第
二
号
中
「
五
十
円
」
を
「
四
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
七
十
一
円
」
を
「
五
十
七
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四

号
中
「
六
十
一
円
」
を
「
四
十
九
円
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
中
「
百
九
円
」
を
「
八
十
九
円
」
に
、
「
百
十
一
円
」
を
「

九
十
一
円
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
六
十
四
円
」
を
「
五
十
二
円
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
中
「
七
十
六
円
」
を
「
六

十
二
円
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
百
八
十
五
円
」
を
「
百
八
十
六
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
百
十
五
円
」
を
「

九
十
四
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
七
十
六
円
」
を
「
六
十
一
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
中
「

百
八
十
五
円
」
を
「
百
八
十
六
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
平
成
十
四
年
度
」
を
「
平
成
十
五
年
度
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
関
税
率
表
第
四
一
・
○
四
項
か
ら
第
四
一
・
○
七
項

ま
で
又
は
第
四
一
・
一
二
項
か
ら
第
四
一
・
一
四
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。
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第
四
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

一

関
税
率
表
第
三
九
・
二
一
項
に
掲
げ
る
物
品

二

関
税
率
表
第
四
一
・
○
七
項
又
は
第
四
一
・
一
二
項
か
ら
第
四
一
・
一
四
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

三

関
税
率
表
第
四
二
・
○
五
項
に
掲
げ
る
物
品

四

関
税
率
表
第
四
三
・
○
二
項
又
は
第
四
三
・
○
四
項
に
掲
げ
る
物
品

五

関
税
率
表
第
五
○
・
○
四
項
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
縫
糸

六

関
税
率
表
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

七

関
税
率
表
第
五
二
・
○
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

八

関
税
率
表
第
五
四
・
○
一
項
、
第
五
四
・
○
七
項
又
は
第
五
四
・
○
八
項
に
掲
げ
る
物
品

九

関
税
率
表
第
五
五
・
○
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

十

関
税
率
表
第
五
六
・
○
一
項
か
ら
第
五
六
・
○
三
項
ま
で
又
は
第
五
六
・
○
九
項
に
掲
げ
る
物
品

十
一

関
税
率
表
第
六
四
○
六
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品
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十
二

関
税
率
表
第
六
四
○
六
・
九
一
号
又
は
第
六
四
○
六
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
本
底
及
び
か
か
と
以
外
の

も
の

十
三

関
税
率
表
第
八
三
・
○
八
項
に
掲
げ
る
物
品

十
四

関
税
率
表
第
九
六
・
○
六
項
又
は
第
九
六
・
○
七
項
に
掲
げ
る
物
品

６

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
加
工
又
は
組
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

原
材
料
貨
物
を
な
め
す
こ
と
。

二

原
材
料
貨
物
に
染
料
、
油
脂
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
ゴ
ム
そ
の
他
の
物
質
を
染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
、
又
は

積
層
す
る
こ
と
（
製
品
の
輸
入
の
際
に
原
材
料
貨
物
の
確
認
が
容
易
に
で
き
る
程
度
の
加
工
を
除
く
。
）
。

三

型
押
し
、
や
す
り
が
け
そ
の
他
の
物
理
的
手
段
に
よ
り
原
材
料
貨
物
の
表
面
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
（
製
品
の
輸
入

の
際
に
原
材
料
貨
物
の
確
認
が
容
易
に
で
き
る
程
度
の
加
工
を
除
く
。
）
。

四

原
材
料
貨
物
か
ら
製
造
し
た
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
特
別
特
恵
受
益
国
」
の
下
に
「
並
び
に
特
恵
関
税
の
便
益
を
与
え
な
い
物
品
等
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
第
一
七
号
、
第
二
六
号
、
第
二
七
号
、
第
三
一
号
、
第
三
七
号
か
ら
第
四
○
号
ま
で
、
第
四
二
号
、
第
五
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三
号
、
第
五
五
号
か
ら
第
五
八
号
ま
で
、
第
六
五
号
、
第
七
三
号
、
第
七
四
号
、
第
八
○
号
、
第
八
一
号
、
第
八
五
号
、
第

八
七
号
、
第
八
八
号
、
第
九
二
号
、
第
九
三
号
、
第
一
○
五
号
か
ら
第
一
○
七
号
ま
で
、
第
一
一
六
号
、
第
一
一
九
号
、
第

一
二
四
号
、
第
一
二
五
号
、
第
一
二
七
号
、
第
一
三
八
号
か
ら
第
一
四
○
号
ま
で
、
第
一
四
五
号
、
第
一
四
八
号
、
第
一
四

九
号
、
第
一
五
一
号
、
第
一
五
六
号
、
第
一
六
○
号
、
第
一
六
二
号
及
び
第
一
六
三
号
」
を
「
第
二
三
号
、
第
二
四
号
、
第

二
八
号
、
第
三
四
号
か
ら
第
三
七
号
ま
で
、
第
三
九
号
、
第
五
一
号
、
第
五
三
号
か
ら
第
五
六
号
ま
で
、
第
六
一
号
、
第
六

八
号
、
第
六
九
号
、
第
七
五
号
、
第
七
六
号
、
第
八
○
号
、
第
八
二
号
、
第
八
三
号
、
第
八
七
号
、
第
八
八
号
、
第
一
○
○

号
、
第
一
○
一
号
、
第
一
○
三
号
、
第
一
○
六
号
、
第
一
一
二
号
、
第
一
一
五
号
、
第
一
二
○
号
、
第
一
二
一
号
、
第
一
二

四
号
、
第
一
三
六
号
か
ら
第
一
三
八
号
ま
で
、
第
一
四
三
号
、
第
一
四
六
号
か
ら
第
一
四
八
号
ま
で
、
第
一
五
五
号
、
第
一

五
九
号
、
第
一
六
一
号
及
び
第
一
六
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
の
便
益
を
与
え
な
い
物
品
は
、
別
表

第
一
の
第
八
四
号
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と
す
る
関
税
率
表
第
二
八
二
四
・
一
○
号
、
第
六
九
一
二
・
○
○
号
及
び
第
九

四
○
四
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
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第
五
十
条
第
三
項
中
「
マ
レ
イ
シ
ア
」
を
「
マ
レ
ー
シ
ア
」
に
、
「
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
」
を
「
ベ
ト
ナ
ム
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八
条
中
「
第
五
三
号
及
び
第
五
七
号
」
を
「
第
五
一
号
及
び
第
五
五
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四
及
び
十
五

削
除

第
六
十
三
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
前
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
七

号
ま
で
」
を
「
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
関
税
の
」
の
下
に
「
軽
減
又
は
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
四
十
九
条
関
係
）

番

号

国

又

は

地

域

名

一

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

二

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

三

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
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四

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

五

ア
ル
バ
ニ
ア

六

ア
ル
メ
ニ
ア

七

ア
ン
ゴ
ラ

八

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ

九

イ
エ
メ
ン

一
○

イ
ラ
ク

一
一

イ
ラ
ン

一
二

イ
ン
ド

一
三

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
四

ウ
ガ
ン
ダ

一
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ

一
六

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
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一
七

ウ
ル
グ
ア
イ

一
八

英
領
ア
ン
ギ
ラ
地
域

一
九

英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
地
域

二
○

エ
ク
ア
ド
ル

二
一

エ
ジ
プ
ト

二
二

エ
ス
ト
ニ
ア

二
三

エ
チ
オ
ピ
ア

二
四

エ
リ
ト
リ
ア

二
五

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

二
六

オ
マ
ー
ン

二
七

ガ
ー
ナ

二
八

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ

二
九

ガ
イ
ア
ナ
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三
○

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

三
一

カ
ナ
リ
ー
諸
島
地
域

三
二

ガ
ボ
ン

三
三

カ
メ
ル
ー
ン

三
四

ガ
ン
ビ
ア

三
五

カ
ン
ボ
ジ
ア

三
六

ギ
ニ
ア

三
七

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ

三
八

キ
ュ
ー
バ

三
九

キ
リ
バ
ス

四
○

キ
ル
ギ
ス

四
一

グ
ア
テ
マ
ラ

四
二

ク
ッ
ク
諸
島
地
域
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四
三

グ
ル
ジ
ア

四
四

グ
レ
ナ
ダ

四
五

ク
ロ
ア
チ
ア

四
六

ケ
ニ
ア

四
七

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

四
八

コ
ス
タ
リ
カ

四
九

コ
ロ
ン
ビ
ア

五
○

コ
ン
ゴ
共
和
国

五
一

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

五
二

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

五
三

サ
モ
ア

五
四

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

五
五

ザ
ン
ビ
ア
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五
六

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ

五
七

ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
地
域

五
八

ジ
ャ
マ
イ
カ

五
九

シ
リ
ア

六
○

ジ
ン
バ
ブ
エ

六
一

ス
ー
ダ
ン

六
二

ス
リ
ナ
ム

六
三

ス
リ
ラ
ン
カ

六
四

ス
ロ
バ
キ
ア

六
五

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド

六
六

セ
ウ
タ
及
び
メ
リ
リ
ア
地
域

六
七

セ
ー
シ
ェ
ル

六
八

赤
道
ギ
ニ
ア
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六
九

セ
ネ
ガ
ル

七
○

セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ

七
一

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス

七
二

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト

七
三

セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
及
び
そ
の
附
属
諸
島
地
域

七
四

セ
ン
ト
ル
シ
ア

七
五

ソ
マ
リ
ア

七
六

ソ
ロ
モ
ン

七
七

タ
ー
ク
ス
及
び
カ
イ
コ
ス
諸
島
地
域

七
八

タ
イ

七
九

タ
ジ
キ
ス
タ
ン

八
○

タ
ン
ザ
ニ
ア

八
一

チ
ェ
コ
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八
二

チ
ャ
ド

八
三

中
央
ア
フ
リ
カ

八
四

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
）

八
五

チ
ュ
ニ
ジ
ア

八
六

チ
リ

八
七

ツ
バ
ル

八
八

ト
ー
ゴ

八
九

ト
ケ
ラ
ウ
諸
島
地
域

九
○

ド
ミ
ニ
カ

九
一

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

九
二

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ

九
三

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン

九
四

ト
ル
コ
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九
五

ト
ン
ガ

九
六

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

九
七

ナ
ミ
ビ
ア

九
八

ニ
ウ
エ
島
地
域

九
九

ニ
カ
ラ
グ
ア

一
○
○

ニ
ジ
ェ
ー
ル

一
○
一

ネ
パ
ー
ル

一
○
二

バ
ー
レ
ー
ン

一
○
三

ハ
イ
チ

一
○
四

パ
キ
ス
タ
ン

一
○
五

パ
ナ
マ

一
○
六

バ
ヌ
ア
ツ

一
○
七

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
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一
○
八

パ
ラ
オ

一
○
九

パ
ラ
グ
ア
イ

一
一
○

バ
ル
バ
ド
ス

一
一
一

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
一
二

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

一
一
三

フ
ィ
ジ
ー

一
一
四

フ
ィ
リ
ピ
ン

一
一
五

ブ
ー
タ
ン

一
一
六

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
及
び
そ
の
附
属
諸
島
地
域

一
一
七

仏
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
地
域

一
一
八

ブ
ラ
ジ
ル

一
一
九

ブ
ル
ガ
リ
ア

一
二
○

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
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一
二
一

ブ
ル
ン
ジ

一
二
二

米
領
サ
モ
ア
地
域

一
二
三

ベ
ト
ナ
ム

一
二
四

ベ
ナ
ン

一
二
五

ベ
ネ
ズ
エ
ラ

一
二
六

ベ
ラ
ル
ー
シ

一
二
七

ベ
リ
ー
ズ

一
二
八

ペ
ル
ー

一
二
九

ポ
ー
ラ
ン
ド

一
三
○

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

一
三
一

ボ
ツ
ワ
ナ

一
三
二

ボ
リ
ビ
ア

一
三
三

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
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一
三
四

マ
ー
シ
ャ
ル

一
三
五

マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国

一
三
六

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

一
三
七

マ
ラ
ウ
イ

一
三
八

マ
リ

一
三
九

マ
ル
タ

一
四
○

マ
レ
ー
シ
ア

一
四
一

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

一
四
二

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

一
四
三

ミ
ャ
ン
マ
ー

一
四
四

メ
キ
シ
コ

一
四
五

モ
ー
リ
シ
ャ
ス

一
四
六

モ
ー
リ
タ
ニ
ア
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一
四
七

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

一
四
八

モ
ル
デ
ィ
ブ

一
四
九

モ
ル
ド
バ

一
五
○

モ
ロ
ッ
コ

一
五
一

モ
ン
ゴ
ル

一
五
二

モ
ン
ト
セ
ラ
ト
地
域

一
五
三

ヨ
ル
ダ
ン

一
五
四

ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
及
び
ガ
ザ
地
域

一
五
五

ラ
オ
ス

一
五
六

ラ
ト
ビ
ア

一
五
七

リ
ト
ア
ニ
ア

一
五
八

リ
ビ
ア

一
五
九

リ
ベ
リ
ア
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一
六
○

ル
ー
マ
ニ
ア

一
六
一

ル
ワ
ン
ダ

一
六
二

レ
ソ
ト

一
六
三

レ
バ
ノ
ン

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
二
○
七
・
一
○
号
の
物
品
の
う
ち
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
及
び
同
表

第
二
二
○
八
・
九
○
号
の
物
品
に
つ
い
て
は
財
務
大
臣
、
同
表
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
財
務
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣

」
を
「
農
林
水
産
大
臣
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
財
務
大
臣
、
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
財

務
省
令
、
」
を
削
る
。

別
表
第
○
四
○
一
・
一
○
号
、
第
○
四
○
一
・
二
○
号
、
第
○
四
○
一
・
三
○
号
、
第
○
四
○
三
・
一
○
号
、
第
○
四
○

三
・
九
○
号
、
第
○
四
○
四
・
九
○
号
、
第
一
八
○
六
・
二
○
号
、
第
一
八
○
六
・
九
○
号
、
第
一
九
○
一
・
一
○
号
、
第

一
九
○
一
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
九
○
号
、
第
二
一
○
一
・
一
二
号
、
第
二
一
○
一
・
二
○
号
、
第
二
一
○
六
・
一
○
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号
及
び
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
一
○
号
、
第
○
四
○
二
・
二
一
号
及
び
第
○
四
○
二
・
二
九
号
の
項

、
第
○
四
○
二
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
二
・
二
一
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
九
一
号
の
項
、
第
○
四
○
四
・
一
○
号
の
項

、
第
○
四
○
四
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
四
・
九
○
号
の
項
並
び
に
第
○
四
○
五
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
五
・
九
○
号
の

項
中
「
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月

三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
四
○
六
・
一
○
号
、
第
○
四
○
六
・
四
○
号
及
び
第
○
四
○
六
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
五
二
、
一

○
○
ト
ン
」
を
「
五
五
、
二
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
七
一
三
・
一
○
号
、
第
○
七
一
三
・
三
二
号
、
第
○
七
一
三
・
三
三
号
、
第
○
七
一
三
・
三
九
号
、
第
○
七
一

三
・
五
○
号
及
び
第
○
七
一
三
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「

平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
七
一
、
六
○
○
ト
ン
」
を
「
三
四
、
○
○
○
ト
ン
」
に
改
め

る
。別

表
第
一
○
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
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年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
二
、
○
○
四
、
七
○
○
ト
ン
」
を
「
二
、
二
二
七
、
一
○
○
ト
ン
」
に

、
「
一
三
一
、
四
○
○
ト
ン
」
を
「
一
三
七
、
三
○
○
ト
ン
」
に
、
「
三
四
、
八
○
○
ト
ン
」
を
「
三
八
、
三
○
○
ト
ン
」

に
、
「
八
七
、
五
○
○
ト
ン
」
を
「
九
六
、
四
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
七
・
一
○
号
及
び
第
一
一
○
七
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三

一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
二
六
六
、
七
○
○
ト
ン
」
を
「
三
四
○
、

六
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
八
・
一
二
号
、
第
一
一
○
八
・
一
三
号
、
第
一
一
○
八
・
一
四
号
、
第
一
一
○
八
・
一
九
号
、
第
一
一
○

八
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
二
○
号
及
び
第
一
九
○
一
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年

三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
二
○
二
・
一
○
号
及
び
第
一
二
○
二
・
二
○
号
の
項
並
び
に
第
一
二
一
二
・
九
九
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め

る
。別

表
第
一
七
○
三
・
一
○
号
及
び
第
一
七
○
三
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
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一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
七
、
三
○
○
ト
ン
」
を
「
七
、
七
○
○
ト

ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
二
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
三
八
、
○
○
○
ト
ン
」
を
「
三
六
、
五
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
八
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
五
○
、
六
○
○
ト
ン
」
を
「
五
○
、
九
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
項
中
「
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
を
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
に
、
「
平
成
一
四
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
○
七
・
一
○
号
及
び
第
二
二
○
八
・
九
○
号
の
項
を
削
る
。

別
表
第
四
一
○
一
・
二
○
号
、
第
四
一
○
一
・
五
○
号
、
第
四
一
○
一
・
九
○
号
、
第
四
一
○
四
・
一
一
号
、
第
四
一
○

四
・
一
九
号
、
第
四
一
○
四
・
四
一
号
、
第
四
一
○
四
・
四
九
号
、
第
四
一
○
七
・
一
一
号
、
第
四
一
○
七
・
一
二
号
、
第
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四
一
○
七
・
一
九
号
、
第
四
一
○
七
・
九
一
号
、
第
四
一
○
七
・
九
二
号
及
び
第
四
一
○
七
・
九
九
号
の
項
、
第
四
一
○
五

・
三
○
号
、
第
四
一
○
六
・
二
二
号
、
第
四
一
一
二
・
○
○
号
及
び
第
四
一
一
三
・
一
○
号
の
項
、
第
五
○
○
一
・
○
○
号

の
項
並
び
に
第
六
四
○
三
・
二
○
号
、
第
六
四
○
三
・
三
○
号
、
第
六
四
○
三
・
四
○
号
、
第
六
四
○
三
・
五
一
号
、
第
六

四
○
三
・
五
九
号
、
第
六
四
○
三
・
九
一
号
、
第
六
四
○
三
・
九
九
号
、
第
六
四
○
四
・
一
九
号
、
第
六
四
○
四
・
二
○
号

、
第
六
四
○
五
・
一
○
号
及
び
第
六
四
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
ま

で
」
を
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
四
十
九
条
の
改
正
規
定
（
同
条
の
見
出
し
中
「
特
別
特
恵
受
益
国
」
の
下
に
「

並
び
に
特
恵
関
税
の
便
益
を
与
え
な
い
物
品
等
」
を
加
え
る
部
分
及
び
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
十
五
年
七
月
一
日
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二

第
一
条
中
関
税
法
施
行
令
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
五
十
九
条
の
三
の
改
正
規
定

平
成
十
五
年
九
月
一
日

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
石
油
化
学
製
品
の
原
料
と
し

て
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
使
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
揮
発
油
等
に
係
る
関
税
の
還
付
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
削
り
、
「
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
」
に
改
め
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
号
イ
」
に
、
「
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
」
を
「
以
上
で
あ
る
も
の
」
に
、
「
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
「
イ
に
お
い
て
」
に
、
「
）
で
あ
る
こ
と
、
又
は
」
を

－３４－



「
）
又
は
」
に
、
「
）
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
「
）
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
る
。
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